
（請求人による通し番号９－２） 

2023（令和５）年８月 23 日更新として上尾市ＨＰで公開された「上尾市いじめ問題調

査報告書の公表について」，『調査報告書』，「保護者からの所見」，また，関係する法令，

昨年度の上尾市総合会議の議題に基づき，後述する（１）～（３）についての情報の開

示を求めます。なお，仮に文書・資料等が無い場合においても，「上尾市情報公開条例

第 26 条」による積極的な情報の提供をお願いいたします。  

［本情報公開請求の前提となる資料と法令等］  

❶『調査報告書』 P.10 

 

❷「保護者からの所見」の次の記述 

 

❸地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）第１条の４  

 

❹昨年度開催された「上尾市総合教育会議」の議題  

2022（令和４）年度  上尾市総合教育会議  

第１回 2022.11.22  議題（１）英語教育について（２）中学校部活動について  

第２回 2023.01.25  議題（１）ウィズコロナにおける本市の学校教育について  

上記２回とも市長による開催（担当＝秘書政策課）。  



（１）上記資料❸のとおり，地教行法第１条の４では，「児童，生徒の生命又は身体に現

に被害が生じ，又は被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ず

べき措置」の協議のために総合教育会議を設けています。  

   資料❶・❷のとおり，上尾市長は 2022.07.29 に「いじめ防止対策推進法の規定

による重大事態の発生について（報告）」（以下，「本件いじめ行為」）を了知してい

ますが，昨年度の「上尾市総合教育会議」の議題は上記資料❹のとおりです。  

 そこで，なぜ市長は 2022.07.29 に「本件いじめ行為」の報告を受けているにもか

かわらず，速やかに「本件いじめ行為」に関する協議のための上尾市総合教育会議

を開催しなかったのか，その理由あるいは経緯が判別できる文書・資料等。  

（２）2022.07.29 以降，本請求書受理日までの間に，上尾市長として「本件いじめ行為」

の被害者側（被害生徒や被害生徒の両親）に対して謝罪をしたこと，あるいは今後

謝罪をする予定であることが判別できる文書・資料等。  

（３）「本件いじめ行為」に関して，上尾市長として市民に謝罪を含めた見解を公表し

たこと，あるいは今後見解を公表する予定であることが判別できる文書・資料等。  

 

 

 

 

 

 


